
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人池添勇の上告理由について

　所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし

て是認することができ、その過程に所論の違法はない（原審認定の債権者委員会は、

倒産したＤ工務店の債権者らが、その内整理のため、債権者集会において選任した

委員によつて組織されたものであるが、内整理は全関係者の合意に基づいて遂行さ

れうるものであつて、そのいわゆる債権者委員会の権限の内容及び議決要件等につ

いては和議法ないし破産法におけるような法律上の定めはないのであり、本件では

前記債権者集会又は債権者委員会においてこの点につき何らの取決めもされなかつ

たというのであるから、本件の債権者委員会における所論の議決は、その表決に加

わらなかつた被上告人を拘束することができないといわなければならない。）。論

旨は、原判決を正解せず、独自の見解に基づいて原審の判断を非難するものである

にすぎず、採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。
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